
災害時における飲料供給に関する協定書 
 

石狩市（以下、「甲」という。）とサントリーフーズ株式会社（以下、「乙」という。）は、

石狩市内において、地震、風水害等により甚大な被害を及ぼす災害が発生した場合（以下、

「災害時」という。）の飲料供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（要請） 

第１条 甲は、災害時において、飲料を調達する必要があると認められたときは、乙に対

し、その調達・製造が可能な範囲内で飲料の供給を要請することができる。 

 

（飲料供給の範囲及び数量） 

第２条 甲が乙に供給を要請する飲料は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達・

製造可能な数量とする。 

⑴ ミネラルウォーター 

⑵ その他飲料 

２ 乙は、甲からの要請に基づき、別紙1の様式により毎年4月1日現在において災害時に供

給可能な飲料の見込み数量を報告するものとする。ただし、実際の供給数量は前項に定

めているとおり要請時点での供給可能数量を基準とする。 

３ 甲は、法例の定めによる要請がある場合を除き、前項により乙から報告を受けた数量

を公表しないものとする。 

 

（災害時における飲料提供及び要請方法） 

第３条 乙は、災害時に甲から飲料供給の要請があった場合、その要請に応えるよう万全

を期すものとする。 

２ 甲は、前項の乙への要請を別紙2「飲料供給要請書」により行うことができる。ただし、

緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに飲料供給

要請書を提出するものとする。 

なお、後日速やかに供給内容精査のために別途乙の指定様式に必要事項記入のうえ、

甲から乙へ提出するものとする。 

３ 前項の連絡を受けた場合、乙はできうる限り早く供給可能な飲料の数量、運送可能な

場所日時等を別紙3「供給可能数量報告書」により甲に連絡する。 

 

（物資の運搬、引渡） 

第４条 物資の引渡場所は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡場所までの物資の

運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の

指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、当該引渡場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引き取りを市に代行させることができる。 

 

（費用） 

第５条 この協定に基づき、乙が甲に供給した飲料の対価及び供給費用等については、甲

が負担するものとする。 

２ 前項の規定による対価・費用等は、乙が飲料の供給終了後、乙の提出する請求書に基

づき、災害直前における適正な対価・費用等を基準として甲乙協議のうえ決定するもの



とする。 

 

（連絡窓口） 

第６条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては、「総合危機管理室」、乙においては、

「サントリーフーズ株式会社北海道支社 企画部」とする。なお、その連絡窓口及び責

任者は別紙4「災害時緊急連絡体制表」に定め双方とも備え付けるものとする。 

 

（有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、この協定締結の日より1年間とする。ただし、期間満了の

1ヶ月前までに、甲乙のいずれよりも異議の申し出がない限り、この契約は更に1年間期

間を延長するものとし、以後もこの例に従う。 

 

（協議） 

第８条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協議の上、定

めるものとする。 

 

 

以上、この協定締結の証として本書2通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、各

自1通を保有する。 

 

 

平成19年7月31日 

 

 

甲 石 狩 市 長  田 岡 克 介 

 

 

 

乙 東京都港区台場二丁目3番3号 

サントリーフーズ株式会社 

 

代表取締役社長  引 田 耕 治 

  



別紙１ 

平成  年  月  日 

 

供給可能見込数量報告書 
 

 

石狩市長         殿 

 

 

サントリーフーズ株式会社 

 

 

平成19年7月31日付「災害時における飲料供給に関する協定」第2条第2項に基づき、災

害時に供給可能な飲料の見込数量を次のとおり報告します。 

 

 

 品   名 規 格 数量 単位 備   考 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

※災害時の実際の供給数量は上記内容から変更となる場合がございます。 

  



別紙２ 

平成  年  月  日 

 

飲 料 供 給 要 請 書 
 

 

サントリーフーズ株式会社 

代表取締役社長        殿 

 

 

石狩市長 

 

 

「災害時における飲料供給に関する協定」第3条第2項に基づき、次のとおり要請します。 

なお、同協定台3条3項により、本要請に対する貴社の措置状況を報告願います。 

 

 

１．要請書番号 № 

２．飲料水の種類・数量  

３．引渡日時（納入希望日） 平成  年  月  日  時  分 

４．引渡場所  

５．引渡方法  

６．連絡先  

＜備考＞ 

  



別紙３ 

平成  年  月  日 

 

飲 料 供 給 報 告 書 
 

 

石狩市長        殿 

 

 

サントリーフーズ株式会社 

 

 

「災害時における飲料供給に関する協定」第3条第3項に基づき、当社の供給可能数量を

次のとおり報告します。 

 

 

１．要請書受領日時 平成  年  月  日  時  分 

２．要請書番号 № 

３．供給可能飲料水の種類・数量  

３．引渡日時（納入日時） 平成  年  月  日  時  分 

４．引渡場所  

５．引渡方法  

６．連絡先  

＜備考＞ 

  



別紙４ 

平成  年  月  日 

 

災害時緊急連絡体制表 

 

 

甲：石狩市 

連絡順位 緊   急   連   絡   先 

①  

電話番号  

FAX番号  

E-mail  

②  

電話番号  

FAX番号  

E-mail  

③  

電話番号  

FAX番号  

E-mail  

 

 

乙：サントリーフーズ株式会社 

連絡順位 緊   急   連   絡   先 

①  

電話番号  

FAX番号  

E-mail  

②  

電話番号  

FAX番号  

E-mail  

③  

電話番号  

FAX番号  

E-mail  

 


